
     18歳選挙権の行使にあたって ①   投 票 

 

 

 

【投票時間】 

投票時間は、７時～20 時。特別の事情のある場合のみ、市区町村の選挙管理委員会の判断で，

一定の範囲で開始時刻や終了時刻の繰り上げ・繰り下げ（終了時刻は繰り上げのみ）ができます。

自分が行く投票所の場所・投票時間は、自宅に送られる「投票所入場(整理)券」に書いてあります。 

【期日前投票・不在者投票】 

投票日当日に用事がある有権者は、投票日前に「期日前投票・不在者投票」ができます。各市区町

村に最低１か所「期日前投票所」が 20時まで開いています。遊びに行く場合も利用できます。 

【代理投票・点字投票】 

視覚障害者や病気やけがなど 

で投票の記載ができない人は、 

期日前投票を含め投票所の係員 

が代理で代筆する「代理投票」 

の制度があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来」より作成） 

選挙権がある人 ＝「選挙人名簿」に登録されている人 

＝ 選挙翌日までに満18歳以上の日本国民で、その市区町村で住民票作成日

または転入届日から３か月以上続けて住民基本台帳に記録されている人 

 

 障害者が円滑に投票できるよ

うに、「代理投票」「点字投票」

の制度があるほか、選挙に関

する情報を入手するために選

挙公報を点字又は音声化した

「選挙のお知らせ」等を配布し

ている場合も多くあります。 

また、投票所には、肢体不自

由の人や病気やけがで歩行が

不自由な人のために、車いす

及びスロープ、車いす用の記載

台も配備されています。 

 このほか、重度障害者が利用

できる「郵便等投票」や、病院

等への入院・入所者が利用で

きる「指定病院等における不在

者投票」の制度もあります。 

自分が関心を持つ事柄を中心に、できるだけ多くの政党・候補者の意見を聞き、
その意見への賛否や実現の可能性などを判断して、「BEST」が見あたらなかった
としても、棄権や白票よりは「BETTER」な候補者・政党に投票しましょう。 

衆議院議員選挙の際は「最高裁判所裁判官国民審査」も行われます。

不適格と思われる裁判官がいれば「×」をつけましょう(それ以外の記入は無効)。 



    18歳選挙権の行使にあたって ②  選挙運動 
 

投票日の前日まで、候補者・有権者は選挙運動（＝特定候補者への投票を勧誘する）ができます。 

※ 「選挙運動」と「政治運動(活動)」（＝政治的発言・行動）は違います。 

公示・告示日に立候補の届出がされた時から投票日の前日まで、選挙運動が可能です。選挙運動

は、ポスター・街頭演説や演説会、選挙運動用自動車からの連呼・選挙公報・新聞広告、政見放送

（国政選挙や知事選挙のみ）、ウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動などがあります。 

また、誰でも自由にできる選挙運動として、電話での投票依頼や街頭で出会った人などに投票を

依頼することもあります（戸別訪間は禁上）。ウェブサイト、SNSを利用した選挙運動も可能です。 

なお、公示・告示日の立候補の届出より前に選挙運動を行うことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公職選挙法等に基づき、注意！の違反者等は処罰の対象となります！ 
 

※ 選挙の公示・告示後の期間で、18歳以上であっても、 

校内での選挙運動は、一切禁止です。 

注意！ 

注意！ 

（総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来」より作成） 


